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政策体系 番 号

基本目標 ３ 労働者が安心して快適に働くことが出来る環境を整備するこ

と

施策目標 ２ 労働者の安全と健康を確保すること

産業安全水準の一層の向上を図ることII
担当部局・課 主管部局・課 労働基準局安全衛生部安全課

関係部局・課

１．施策目標に関する実績の状況

実績目標１ 建設業における労働災害について前年度と比較し減少を図ること

（実績目標を達成するための手段の概要）

近年、建設業における労働災害は減少傾向にあるものの、依然として全産業におけ

る休業４日以上の死傷者数は２割以上を占めている。このため、専門工事業者（型枠

大工工事業、とび・土工工事業等 、中小総合工事業者、低層住宅建築工事業者等に）

、 、 。対し それぞれの実態を踏まえた 安全管理能力の向上等のための指導・支援を行う

・関連する経費（ 年度予算）17
建設業における総合的労働災害防止対策の推進 百万円841
中小地場総合工事業者等における総合的な労働災害防止対策の促進 百万円231

（評価指標の考え方）

実績目標を評価指標としたもの

（評価指標） Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７

32,608 30,650 29,263 28,414 27,193建設業における労働災害発生状況（建

）設業における休業４日以上の死傷者数

（備 考）

厚生労働省調べ

実績目標２ 重点対象分野における労働災害防止活動の促進を図ること。

（実績目標を達成するための手段の概要）

労働災害の一層の減少を図るためには、労働災害が多発している分野での労働災害

防止対策の普及・活用促進を行うことが必要であることから、労働災害の多い建設業

での労働災害防止対策、交通労働災害防止のための対策を積極的に講じていくことが

求められている。

これを踏まえ、重点対象分野における労働災害防止を図るため、建設業での労働災

害防止対策として実績目標１に係る各手段を実施するとともに、交通労働災害防止対

策として交通労働災害防止対策促進事業（交通労働災害を防止するため、モデル事業

場の育成等を推進）を実施している。また、総合的な改善整備を必要とする事業場を
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安全管理特別指導事業場として個別に指定し、安全衛生改善計画の作成をさせるとも

に、継続的な安全指導等を実施している。

・関連する経費

建設業における総合的労働災害防止対策の推進 百万円841
中小地場総合工事業者等における総合的な労働災害防止対策の促進 百万円231
交通労働災害防止対策の推進事業 百万円74

（評価指標の考え方）

重点分野である建設業等における労働災害防止活動の促進を図るための事業につい

て、その実績を評価指標とするもの

（評価指標） Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７

専門工事業者安全管理活動等促進事業

の利用状況等

641 628 372 326 307（安全衛生教育実施回数）

9,993 10,285 11,487 6,019 9,606（安全衛生教育参加者数）

（備 考）

・厚生労働省調べ

・専門工事業者等安全管理活動等促進事業については平成１５年度に事業内容を一部

見直しており、これに伴い安全衛生教育の実施回数を減らしている。

（評価指標） Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７

建設工事墜落防止対策推進事業の利用

状況等

60 53 52 42 44（教育研修会開催回数）

3,836 2,647 2,304 1,326 1,602（教育研修会参加者数等）

（備 考）

・厚生労働省調べ

・木造家屋等低層住宅建築工事安全対策推進モデル事業を平成 年度以降組み替え17
たもの

（評価指標） Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７

中小総合工事業者指導力向上事業の利

用状況等

143 140 93 47 43（現場所長研修会開催回数）

4,412 5,063 3,203 1,326 1,123（現場所長研修会参加者数等）

106 105 92 53 49（店社安全衛生管理担当者研修開催回

数）

4,592 4,539 3,673 2,552 1,908（店社安全衛生管理担当者研修参加者

数）

（備 考）

・厚生労働省調べ

（評価指標） Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７

2,921 1,904 2,217 2,017 2,025交通労働災害防止対策推進事業の利用

状況等（指導員による個別事業場への

指導件数）
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（備 考）

・厚生労働省調べ

（評価指標） Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７

労働安全管理水準の改善の状況

（ ）（安全管理特別指導対象事業場におけ 3.96 4.32 4.01 4.34 集計中

(▲ )る度数率（対前年増減率 ）） (▲５９ ) (▲５７ ) (▲５９ )% % % 58%
(集計中)（強度率（対前年増減率 ）） 0.42 0.53 0.29 0.65

(▲ )（ ） （ ） （ ）▲８５ ▲８４ ▲９２% % % 78%
（備 考）

・厚生労働省調べ

・度数率とは、１００万延べ労働時間当たりの労働災害による死傷者数であり、その

算式は以下のとおり。

1,000,000度数率＝（労働災害による死傷者数／延労働時間数）×

・強度率とは、１，０００延労働時間当たりの労働損失日数をもって災害の重さの程

度を表したものであり、その算式は以下のとおり。

1,000強度率＝（労働損失日数／延労働時間数）×

・対前年増減率とは、安全管理特別指導対象事業場となった事業場につき、指導前の

前年度から指導後の当該年度にわたる度数率又は強度率の増減を示す。

２．評 価

( ) 現状分析1
現状分析

労働災害による死傷者数は、昭和 年の 万人を頂点として長期的に減少して43 172
きているが、今なお年間約 万人もの労働者が被災し、そのうち休業４日以上の死55
傷者が約 万人を占めている。また、死亡者数については、昭和 年の 人を12 36 6,712
頂点として、労働安全衛生法が施行された昭和 年から４年間で半減に近い減少を47
示してから漸減傾向にあったが、平成 年に 人の壁を破って以降、着実に減10 2,000
少しつつある。しかし、今なお年間 人以上もの労働者が労働災害により死亡し1,500
ている。他方、一度に３人以上が被災する重大災害の件数は昭和 年以降長期的に60
は増加傾向にあり、平成 年においても依然として高い水準にある。17

17 1 514 497平成 年の労働災害による死亡者数 ， 人を、業種別にみると、建設業が

、 、 、 。人と最も多く また 事故の型別にみると 交通事故が 人と最も多くなっている466

( ) 評価結果2
政策手段の有効性の評価

第 次労働災害防止計画においては、重点対象分野における労働災害防止対策と10
して建設業対策及び交通労働災害防止対策を掲げている。

28,414 16 27,193建設業においては 休業４日以上の死傷者数は 人 平成 年 から、 、 （ ）

人（平成 年）と減少している。これは、専門工事業者、中小総合工事業者、木造17
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家屋等低層住宅建築工事業者を対象とする研修会の開催回数は予算の減少の影響によ

り減少したものの、必要に応じてその内容、実施方法等の改善を図っており、これら

の研修会の開催等による指導・支援により、対象となった事業者の安全衛生水準の向

上が図られたことによる寄与が大きく、当該施策は一定の成果を上げている。

、 、 （ 、 ）また 交通事故の死亡者数は 人 平成 年 第 次計画の最終年度に相当508 14 9
から、 人（平成 年 、 人（平成 年 、 人（平成 年）と、第 次498 15 444 16 466 17 10） ）

計画期間においては減少傾向にあることから 、交通労働災害防止対策推進事業にお、

ける指導員による個別事業場への指導を実施することにより、対象となった事業者の

安全衛生水準の一層の向上が図られたことによる寄与が大きく、当該施策は一定の成

果を上げている。

また、平成 年度の安全管理特別指導対象事業場については、指導前の平均度数16
10.23 4.34 58 3.01率 から指導中は （対前年度 ％減）となり、指導前の平均強度率が

から指導中は （対前年度 ％減）と大幅に減少しており、一定の成果を上げて0.65 78
いる。

政策手段の効率性の評価

建設業における労働災害防止対策を推進するために、建設業の産業構造を考慮し、

専門工事業者に対して自律的な安全管理能力を高めることを目的とする「専門工事業

者安全管理活動等促進事業 、建設業における労働災害のうち高い割合を示す墜落災」

害を防止することを目的とする「建築工事墜落防止対策推進事業」及び中小総合工事

業者に対する関係請負人に対する労働災害防止に関する指導力向上を図ることを目的

とする「中小総合工事業者指導力向上事業」を行うなど、対象、目的を絞った事業を

行い、効率的なものとしている。また、これに加えて、必要に応じて研修内容、実施

方法等の改善を図ることにより、事業をより効率的なものとしている。

また、交通労働災害防止対策を推進するため 「交通労働災害防止対策推進事業」、

においては、交通労働災害を発生させる等安全管理上問題があると考えられる個別事

業場に対し 交通労働災害防止のための管理体制の確立や適正な走行管理の実施等 交、 「

通労働災害防止のためのガイドライン」に定める事項について個々の事業場の問題点

に即した指導を実施するなど、対象の選定、指導内容について効率的なものとしてい

る。

さらに、事業場における安全管理水準の向上を図るため、総合的な改善措置が必要

であると認められる事業場を個別に指定し、安全衛生改善計画の作成をさせるととも

に、継続的な安全指導等を実施するなど、対象の選定、指導内容について効率的なも

のとしている。

総合的な評価

建設業における労働災害による死傷者数については、第 次計画期間中において10
も減少傾向にあること、また、同期間の交通労働災害による死亡者数も減少している

ことから、これらの分野における労働災害防止対策は一定の効果を上げているところ

であり、目標の達成に向けて進展があった。

しかしながら、労働災害による死亡者数は、業種別では建設業が依然として最も多

く全体の約 分の を占めており、また、事故の起因物別では交通労働災害が最も多3 1
く全体の約 割を占めている状況である。さらに、産業安全対策の推進を図るに当た3
っては、建設業における死亡災害の主な原因である墜落災害に対する防止対策を一層
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推進するなど、労働災害が多発している分野における労働災害防止対策を推進してい

くことは適切である。

評価結果分類 分析分類

１ 目標を達成した １ 分析が的確に行われている

② 達成に向けて進展があった ② 分析がおおむね的確に行われている

３ 達成に向けて進展がみられない ３ 分析があまり的確でない

３．特記事項

①学識経験を有する者の知見の活用に関する事項

第 次労働災害防止計画については、平成 年 月 日に労働政策審議会安全10 14 11 20
衛生分科会において審議された第 次労働災害防止計画骨子案をもとに、第 次労10 10
働災害防止計画案を策定し、平成 年 月 日に開催された労働政策審議会安全衛15 1 24
生分科会に諮問、同年 月 日に開催された労働政策審議会安全衛生分科会において2 2
「妥当」との答申を得た。

②各種政府決定との関係及び遵守状況

なし。

③総務省による行政評価・監視等の状況

なし。

④国会による決議等の状況（警告決議、付帯決議等）

なし。

⑤会計検査院による指摘

なし。


